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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
全
省
庁
大
臣
の
就
任
以
来
の
海
外
出
張
旅
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
提
出
等
の
要
求
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
国
務
大
臣
の
在
任
期
間
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
の
第
二
次
安
倍
内
閣
発
足
か
ら
平
成
二
十
八
年

五
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
に
国
務
大
臣
と
し
て
在
任
し
て
い
た
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
外
国
訪
問
回
数
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

麻
生
太
郎
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
三
十
一
回
で
あ
る
。

新
藤
義
孝
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
七
回
で
あ
る
。

高
市
早
苗
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

谷
垣
禎
一
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

上
川
陽
子
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

岩
城
光
英
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

一



下
村
博
文
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
十
一
回
で
あ
る
。

馳
浩
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
四
回
で
あ
る
。

田
村
憲
久
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

塩
崎
恭
久
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
八
回
で
あ
る
。

西
川
公
也
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

林
芳
正
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
十
二
回
で
あ
る
。

森
山
�
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

茂
木
敏
充
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
十
二
回
で
あ
る
。

宮
沢
洋
一
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
六
回
で
あ
る
。

林
幹
雄
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
六
回
で
あ
る
。

太
田
昭
宏
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
十
二
回
で
あ
る
。

石
井
啓
一
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
三
回
で
あ
る
。

望
月
義
夫
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
四
回
で
あ
る
。

二



丸
川
珠
代
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

小
野
寺
五
典
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
十
四
回
で
あ
る
。

江
渡
聡
徳
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

中
谷
元
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
六
回
で
あ
る
。

菅
義
偉
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

根
本
匠
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
三
回
で
あ
る
。

古
屋
圭
司
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
四
回
で
あ
る
。

山
谷
え
り
子
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
三
回
で
あ
る
。

河
野
太
郎
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

加
藤
勝
信
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
一
回
で
あ
る
。

山
本
一
太
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
十
一
回
で
あ
る
。

山
口
俊
一
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

島
尻
安
伊
子
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

三



森
ま
さ
こ
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
三
回
で
あ
る
。

甘
利
明
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
に
係
る
業
務
以
外
で
の

外
国
訪
問
回
数
は
九
回
で
あ
る
。

石
原
伸
晃
国
務
大
臣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
の
外
国
訪
問
回
数
は
五
回
で
あ
る
。

稲
田
朋
美
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
回
数
は
四
回
で
あ
る
。

石
破
茂
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

遠
藤
利
明
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
回
数
は
二
回
で
あ
る
。

松
島
み
ど
り
国
務
大
臣
（
当
時
）
、
小
渕
優
子
国
務
大
臣
（
当
時
）
、
竹
下
亘
国
務
大
臣
（
当
時
）
、
有
村
治
子
国
務
大

臣
（
当
時
）
及
び
�
木
毅
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
の
実
績
は
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
国
務
大
臣
の
在
任
期
間
中
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

麻
生
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
十
九
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総

額
は
約
七
億
七
千
五
百
万
円
で
あ
る
。

四



新
藤
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
七
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
一
億
二
千
四
百
万
円
で
あ
る
。

高
市
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約
七
百
万
円

で
あ
る
。

谷
垣
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
二
千
五
百
万
円
で
あ
る
。

上
川
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約

千
万
円
で
あ
る
。

岩
城
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
精
算
が
終
了
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

下
村
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
十
一
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り

、
そ
の
総
額
は
約
一
億
六
千
三
百
万
円
で
あ
る
。

馳
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
三
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約
千
九
百
万

五



円
で
あ
る
。

田
村
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
千
三
百
万
円
で
あ
る
。

塩
崎
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
八
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
五
千
万
円
で
あ
る
。

西
川
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
二
千
五
百
万
円
で
あ
る
。

林
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
十
二
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ

の
総
額
は
約
一
億
九
千
三
百
万
円
で
あ
る
。

森
山
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約
六
百
万
円

で
あ
る
。

茂
木
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
十
二
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総

額
は
約
五
億
五
千
六
百
万
円
で
あ
る
。

六



宮
沢
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
六
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ

の
総
額
は
約
一
億
千
六
百
万
円
で
あ
る
。

林
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
五
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約
六
千
八
百

万
円
で
あ
る
。

太
田
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
十
二
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、

そ
の
総
額
は
約
一
億
二
千
万
円
で
あ
る
。

石
井
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
三
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約
二
千
二

百
万
円
で
あ
る
。

望
月
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
四
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ

の
総
額
は
約
二
千
六
百
万
円
で
あ
る
。

丸
川
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約
九
百
万
円

で
あ
る
。

小
野
寺
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
十
四
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総

七



額
は
約
一
億
九
千
八
百
万
円
で
あ
る
。

江
渡
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約

千
万
円
で
あ
る
。

中
谷
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
六
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
一
億
三
千
四
百
万
円
で
あ
る
。

菅
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約
四
百
万
円
で

あ
る
。

根
本
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
三
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
四
千
四
百
万
円
で
あ
る
。

古
屋
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
四
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
二
千
九
百
万
円
で
あ
る
。

山
谷
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
三
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ

の
総
額
は
約
四
千
八
百
万
円
で
あ
る
。

八



河
野
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約
百
万
円
で

あ
る
。

加
藤
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
精
算
が
終
了
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

山
本
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
十
一
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額

は
約
七
千
九
百
万
円
で
あ
る
。

山
口
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
回
分
の
決
算
又
は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ

の
総
額
は
約
千
九
百
万
円
で
あ
る
。

島
尻
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約
千
八
百

万
円
で
あ
る
。

森
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
三
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約

二
千
七
百
万
円
で
あ
る
。

甘
利
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
九
回
分
の
決
算
又

九



は
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約
一
億
千
百
万
円
で
あ
る
。

石
原
国
務
大
臣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
五
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て

お
り
、
そ
の
総
額
は
約
四
千
二
百
万
円
で
あ
る
。

稲
田
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
四
回
分
の
決
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は

約
四
千
七
百
万
円
で
あ
る
。

石
破
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
一
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
約
千
百
万
円

で
あ
る
。

遠
藤
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
は
、
二
回
分
の
精
算
が
終
了
し
て
お
り
、
そ
の
総
額
は
約
二
千
四

百
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
総
額
の
う
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
高
額
に
つ
い
て
は
、
各
国
務
大
臣
の
一
回
ご
と
の
外
国
訪
問
の
訪
問
国

数
、
訪
問
期
間
、
訪
問
先
等
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
一
概
に
お
尋
ね
の
「
一
回
あ
た
り
の
海
外
出
張
」
の
経
費
に
着
目
し

て
そ
の
多
寡
を
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

一
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お
尋
ね
の
各
国
務
大
臣
の
在
任
期
間
中
の
外
国
訪
問
の
訪
問
先
、
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
及
び
随
行
人
数
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

麻
生
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
一
月
二
日
か

ら
五
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
三
日
間
）
、
（
二
）
同
年
二
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
ロ
シ
ア
（
二
日
間
）
、
（
三
）

同
月
二
十
四
日
及
び
二
十
五
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
、
（
四
）
同
年
四
月
十
八
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）

、
（
五
）
同
年
五
月
一
日
か
ら
五
日
ま
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
（
二
日
間
）
及
び
イ
ン
ド
（
三
日
間
）
、
（
六
）
同
月
十
日
か
ら

十
二
日
ま
で
、
英
国
（
二
日
間
）
、
（
七
）
同
年
七
月
二
日
か
ら
五
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
三
日
間
）
、
（
八
）
同
月
十
九
日

か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
ロ
シ
ア
（
二
日
間
）
、
（
九
）
同
年
九
月
四
日
か
ら
八
日
ま
で
、
ロ
シ
ア
（
四
日
間
）
、
（
十
）
同

年
十
月
十
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
十
一
）
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
二
日
間
）
、
（
十
二
）
同
年
四
月
十
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
十
三
）
同
年
五
月
二

日
か
ら
六
日
ま
で
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
（
三
日
間
）
及
び
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
（
二
日
間
）
、
（
十
四
）
同
年
九
月
十
一
日
か
ら

十
五
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
四
日
間
）
、
（
十
五
）
同
月
十
八
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
三
日
間
）
、

（
十
六
）
同
年
十
月
九
日
か
ら
十
二
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
十
七
）
同
月
二
十
一
日
及
び
二
十
二
日
、
中
国
（
二
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日
間
）
、
（
十
八
）
同
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
三
日
間
）
、
（
十
九
）
平
成
二
十
七
年

二
月
九
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
ト
ル
コ
（
三
日
間
）
、
（
二
十
）
同
年
四
月
十
六
日
か
ら
十
九
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）

、
（
二
十
一
）
同
年
五
月
一
日
か
ら
六
日
ま
で
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
（
三
日
間
）
、
（
二
十
二
）
同
月
二
十
七
日
か
ら
三

十
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
三
日
間
）
、
（
二
十
三
）
同
年
六
月
五
日
及
び
六
日
、
中
国
（
二
日
間
）
、
（
二
十
四
）
同
年
八
月

八
日
か
ら
十
日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
三
日
間
）
、
（
二
十
五
）
同
年
九
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
、
ト
ル
コ
（
三
日
間
）

、
（
二
十
六
）
同
月
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
四
日
間
）
、
（
二
十
七
）
同
年
十
月
八
日
か
ら
十
一
日

ま
で
、
ペ
ル
ー
（
三
日
間
）
、
（
二
十
八
）
同
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
ト
ル
コ
（
三
日
間
）
、
（
二
十
九
）

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
中
国
（
二
日
間
）
、
（
三
十
）
同
年
四
月
十
四
日
か
ら
十
七
日
ま
で

、
米
国
（
三
日
間
）
並
び
に
（
三
十
一
）
同
年
五
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
、
米
国
（
二
日
間
）
、
ド
イ
ツ
（
四
日
間
）
及
び

イ
タ
リ
ア
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

麻
生
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
三
十
五
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
百
二

十
三
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
五
百
八
十
七
人
で
あ
る
。

新
藤
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
四
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月
二
十
八
日
か
ら
五
月
一
日
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
三
日
間
）
、
（
二
）
同
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
、
モ

ル
デ
ィ
ブ
（
四
日
間
）
、
（
三
）
同
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
（
三
日
間
）
及
び
ス
リ
ラ
ン
カ
（
二
日
間
）

、
（
四
）
同
年
九
月
十
五
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
二
日
間
）
、
デ
ン
マ
ー
ク
（
二
日
間
）
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
二

日
間
）
、
（
五
）
平
成
二
十
六
年
一
月
八
日
か
ら
十
九
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
三
日
間
）
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
三
日
間
）
及

び
ボ
ツ
ワ
ナ
（
三
日
間
）
、
（
六
）
同
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
二
日
間
）
並
び
に
（
七
）

同
年
七
月
一
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
英
国
（
二
日
間
）
、
オ
ラ
ン
ダ
（
一
日
）
、
チ
ェ
コ
（
三
日
間
）
、
イ
ス
ラ
エ
ル
（
一

日
）
及
び
ト
ル
コ
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

新
藤
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
十
六
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
五

十
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
九
十
一
人
で
あ
る
。

高
市
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日
か
ら

五
月
二
日
ま
で
、
タ
イ
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

高
市
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
四
日
間
、
随
行
人
数
は

十
五
人
で
あ
る
。

一
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谷
垣
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
八

月
十
六
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
四
日
間
）
及
び
ル
ー
マ
ニ
ア
（
四
日
間
）
並
び
に
（
二
）
平
成
二
十
六
年
七

月
二
十
六
日
か
ら
八
月
二
日
ま
で
、
ク
ロ
ア
チ
ア
（
四
日
間
）
及
び
英
国
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

谷
垣
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
四
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
八

日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
十
四
人
で
あ
る
。

上
川
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
三
日

か
ら
九
日
ま
で
、
カ
ナ
ダ
（
二
日
間
）
及
び
メ
キ
シ
コ
（
四
日
間
）
で
あ
る
。

上
川
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
二
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
七
日

間
、
随
行
人
数
は
六
人
で
あ
る
。

岩
城
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
三
日
か
ら
五
日

ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

岩
城
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
三
日
間
、
随
行
人
数
は

五
人
で
あ
る
。

一
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下
村
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
四

月
二
十
九
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
三
日
間
）
及
び
英
国
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同

月
三
十
一
日
及
び
六
月
一
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
、
（
三
）
同
年
八
月
十
四
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
ロ
シ
ア
（
六
日
間
）
、

（
四
）
同
年
九
月
三
日
か
ら
十
日
ま
で
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
五
日
間
）
、
（
五
）
同
月
十
一
日
及
び
十
二
日
、
中
国
（
二
日

間
）
、
（
六
）
同
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
、
（
七
）
平
成
二
十
六
年
一
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で

、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
八
）
同
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
九
）
同
年
二
月
七
日
か
ら

九
日
ま
で
、
ロ
シ
ア
（
一
日
）
、
（
十
）
同
年
四
月
十
九
日
及
び
二
十
日
、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
、
（
十
一
）
同
月
二
十

七
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
十
二
）
同
年
五
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
日
間
）
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
二
日
間
）
及
び
マ
レ
ー
シ
ア
（
三
日
間
）
、
（
十
三
）
同
月
三
十
日
及
び
三
十
一
日
、
韓
国
（
二
日
間
）

、
（
十
四
）
同
年
八
月
四
日
か
ら
九
日
ま
で
、
イ
ン
ド
（
五
日
間
）
、
（
十
五
）
同
年
九
月
九
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
中
国

（
三
日
間
）
及
び
ラ
オ
ス
（
二
日
間
）
、
（
十
六
）
平
成
二
十
七
年
一
月
十
七
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
（
四
日

間
）
及
び
ス
イ
ス
（
四
日
間
）
、
（
十
七
）
同
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
、
ト
ル
コ
（
四
日
間
）
及
び
フ
ラ
ン

ス
（
四
日
間
）
、
（
十
八
）
同
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
米
国
（
二
日
間
）
、
（
十
九
）
同
月
三
十
一
日
か

一
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ら
八
月
三
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
三
日
間
）
、
（
二
十
）
同
月
十
二
日
か
ら
十
四
日
ま
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
（
二
日
間
）
並
び

に
（
二
十
一
）
同
月
三
十
日
及
び
三
十
一
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

下
村
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
二
十
八
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を

含
め
九
十
二
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
百
二
十
二
人
で
あ
る
。

馳
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
十
一
月
五
日
か

ら
七
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
年
十
二
月
八
日
か
ら
十
日
ま
で
、
英
国
（
一
日
）
、
イ
タ
リ
ア
（
二
日

間
）
及
び
ベ
ル
ギ
ー
（
一
日
）
、
（
三
）
平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
日
及
び
三
十
一
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
並
び
に
（
四
）

同
年
五
月
三
日
か
ら
七
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
三
日
間
）
及
び
イ
ン
ド
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

馳
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
七
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
三
日
間
、
随
行

人
数
は
延
べ
二
十
二
人
で
あ
る
。

田
村
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
十

一
月
二
十
三
日
及
び
二
十
四
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
並
び
に
（
二
）
平
成
二
十
六
年
五
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
二

日
間
）
及
び
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

一
六



田
村
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
三
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
六
日

間
、
随
行
人
数
は
延
べ
十
四
人
で
あ
る
。

塩
崎
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十

二
日
及
び
二
十
三
日
、
中
国
（
二
日
間
）
、
（
二
）
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
三
日

間
）
、
（
三
）
同
年
五
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
三
日
間
）
及
び
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
四
）
同
年
九
月
二
十

八
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
二
日
間
）
及
び
タ
イ
（
二
日
間
）
、
（
五
）
同
月
八
日
か
ら
十
日
ま
で
、
ド
イ

ツ
（
二
日
間
）
、
（
六
）
同
月
二
十
三
日
及
び
二
十
四
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
、
（
七
）
同
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
十
五
日

ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
並
び
に
（
八
）
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日
及
び
二
十
四
日
、
ス
イ
ス
（
一
日
）
で
あ
る
。

塩
崎
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
十
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
十
五
日

間
、
随
行
人
数
は
延
べ
四
十
二
人
で
あ
る
。

西
川
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
六
年
九

月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
二
日
間
）
及
び
（
二
）
平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま

で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

一
七



西
川
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
二
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
七
日

間
、
随
行
人
数
は
延
べ
二
十
七
人
で
あ
る
。

林
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
五
月

三
日
か
ら
七
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
月
二
十
九
日
か
ら
六
月
一
日

ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
及
び
オ
ラ
ン
ダ
（
一
日
）
、
（
三
）
同
年
十
月
六
日
か
ら
八
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
一
日
）

、
（
四
）
平
成
二
十
六
年
一
月
十
六
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
三
日
間
）
、
（
五
）
同
月
二
十
五
日
及
び
二
十
六
日

、
ス
イ
ス
（
一
日
）
、
（
六
）
同
年
五
月
四
日
か
ら
八
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
一
日
）
及
び
フ
ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
、
（
七
）

同
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
、
（
八
）
同
年
七
月
十
七
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
（
二
日
間
）
、
（
九
）
同
年
八
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
、
中
国
（
二
日
間
）
、
（
十
）
平
成
二
十
七
年
五

月
三
日
か
ら
九
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
一
日
）
、
英
国
（
二
日
間
）
及
び
ト
ル
コ
（
二
日
間
）
、
（
十
一
）
同
年
七
月
十
一

日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
一
日
）
並
び
に
（
十
二
）
同
年
八
月
十
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
一
日
）

及
び
中
国
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

林
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
十
八
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め

一
八



四
十
八
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
百
五
十
人
で
あ
る
。

森
山
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
九
日
か
ら
十
一

日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

森
山
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
三
日
間
、
随
行
人
数
は

九
人
で
あ
る
。

茂
木
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
一

月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
年
二
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

（
一
日
）
及
び
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
二
日
間
）
、
（
三
）
同
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二

日
間
）
、
（
四
）
同
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
（
二
日
間
）
、
ブ
ラ
ジ
ル
（
二
日
間
）
及
び
米
国
（
三

日
間
）
、
（
五
）
同
年
七
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
三
日
間
）
、
（
六
）
同
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で

、
米
国
（
五
日
間
）
、
（
七
）
同
年
八
月
九
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
（
二
日
間
）
及
び
ケ
ニ
ア
（
三
日
間
）
、

（
八
）
同
月
十
九
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
ブ
ル
ネ
イ
（
三
日
間
）
及
び
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
三
日
間
）
、
（
九
）
同
年
九
月
十

日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
イ
ン
ド
（
二
日
間
）
、
（
十
）
同
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
及
び

一
九



ベ
ル
ギ
ー
（
二
日
間
）
、
（
十
一
）
同
年
十
月
四
日
か
ら
六
日
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
日
間
）
、
（
十
二
）
同
月
十
日

か
ら
十
三
日
ま
で
、
カ
ナ
ダ
（
三
日
間
）
、
（
十
三
）
同
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
ロ
シ
ア
（
三
日
間
）

、
（
十
四
）
平
成
二
十
六
年
一
月
十
九
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
三
日
間
）
、
（
十
五
）
同
月
二
十

五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
十
六
）
同
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
（
二

日
間
）
及
び
ラ
オ
ス
（
一
日
）
、
（
十
七
）
同
年
五
月
三
日
か
ら
八
日
ま
で
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
（
二
日
間
）
、
イ
タ
リ
ア

（
二
日
間
）
及
び
フ
ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
、
（
十
八
）
同
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
、
中
国
（
二
日
間
）
、
（
十
九
）
同

年
七
月
五
日
か
ら
九
日
ま
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
（
二
日
間
）
及
び
ト
ル
コ
（
二
日
間
）
、
（
二
十
）
同
月
十
七
日
か
ら
二
十
二

日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
二
日
間
）
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
三
日
間
）
、
（
二
十
一
）
同
年
八
月
四
日
か
ら
十
日
ま
で
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
一
日
）
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
（
三
日
間
）
及
び
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
（
二
日
間
）
並
び
に
（
二
十
二
）
同
月
二
十

五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

茂
木
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
三
十
五
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を

含
め
九
十
八
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
四
百
六
十
六
人
で
あ
る
。

宮
沢
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
六
年
十

二
〇



一
月
七
日
か
ら
九
日
ま
で
、
中
国
（
三
日
間
）
、
（
二
）
平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
か
ら
十
九
日
ま
で
、
ア
ラ
ブ
首
長
国

連
邦
（
三
日
間
）
、
（
三
）
同
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
四
）
同
年
四
月
二
十
七
日
か

ら
五
月
一
日
ま
で
、
イ
ン
ド
（
三
日
間
）
、
（
五
）
同
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
三
日
間
）
及
び

（
六
）
同
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

宮
沢
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
六
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
十

二
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
九
十
五
人
で
あ
る
。

林
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
九
日

及
び
三
十
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
三
日
間
）
、
（
三
）

同
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
三
日
間
）
、
（
四
）
同
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
ケ

ニ
ア
（
三
日
間
）
、
（
五
）
平
成
二
十
八
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
並
び
に
（
六
）
同

年
五
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
、
モ
ロ
ッ
コ
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

林
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
六
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
十
日
間
、
随
行

人
数
は
延
べ
七
十
六
人
で
あ
る
。

二
一



太
田
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
八

月
十
日
か
ら
十
四
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
四
日
間
）
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
一
日
）
、
（
二
）
同
年
九
月
十
一
日
か
ら
十

四
日
ま
で
、
タ
イ
（
二
日
間
）
及
び
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
、
（
三
）
同
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
（
三
日
間
）
、
（
四
）
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
モ
ン
ゴ
ル
（
四
日
間
）
及
び
韓
国
（
二

日
間
）
、
（
五
）
同
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、
中
国
（
三
日
間
）
、
（
六
）
同
年
八
月
十
二
日
か
ら
十
七
日

ま
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
（
三
日
間
）
及
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
（
三
日
間
）
、
（
七
）
同
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
イ

ン
ド
（
三
日
間
）
、
（
八
）
同
年
十
一
月
十
六
日
、
中
国
（
一
日
）
、
（
九
）
平
成
二
十
七
年
一
月
三
日
及
び
四
日
、
ベ
ト

ナ
ム
（
二
日
間
）
、
（
十
）
同
年
四
月
十
二
日
及
び
十
三
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
、
（
十
一
）
同
年
五
月
二
日
か
ら
六
日
ま

で
、
ト
ル
コ
（
四
日
間
）
並
び
に
（
十
二
）
同
年
八
月
十
二
日
か
ら
十
四
日
ま
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

太
田
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
十
六
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含

め
四
十
四
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
二
百
二
十
二
人
で
あ
る
。

石
井
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
十
一
月
四
日

か
ら
七
日
ま
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
（
三
日
間
）
、
（
二
）
同
月
十
七
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
並
び
に
（
三
）

二
二



同
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、
ラ
オ
ス
（
二
日
間
）
及
び
タ
イ
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

石
井
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
四
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
一
日
間
、
随

行
人
数
は
延
べ
三
十
七
人
で
あ
る
。

望
月
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
六
年
九

月
二
十
一
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
米
国
（
四
日
間
）
、
（
二
）
同
年
十
二
月
九
日
か
ら
十
二
日
ま
で
、
ペ
ル
ー
（
二
日
間
）

、
（
三
）
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日
及
び
三
十
日
、
中
国
（
二
日
間
）
並
び
に
（
四
）
同
年
五
月
十
七
日
か
ら
二
十
日

ま
で
、
ド
イ
ツ
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

望
月
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
四
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
六

日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
十
七
人
で
あ
る
。

丸
川
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
五
日
か
ら
十

四
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
九
日
間
）
で
あ
る
。

丸
川
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
日
間
、
随
行
人
数
は

五
人
で
あ
る
。

二
三



小
野
寺
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年

四
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
一
日
ま
で
、
米
国
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
月
二
十
八
日
及
び
二
十
九
日
、
米
国
（
二
日
間
）
、

（
三
）
同
月
三
十
一
日
か
ら
六
月
二
日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
三
日
間
）
、
（
四
）
同
月
二
十
六
日
及
び
二
十
七
日
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
（
二
日
間
）
、
（
五
）
同
年
七
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
六
）
同
月
二
十
九
日
か
ら
八
月

二
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
三
日
間
）
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
二
日
間
）
、
（
七
）
同
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、

ブ
ル
ネ
イ
（
三
日
間
）
、
（
八
）
同
年
九
月
十
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
三
日
間
）
及
び
タ
イ
（
二
日
間
）
、

（
九
）
同
年
十
二
月
七
日
及
び
八
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
二
日
間
）
、
（
十
）
平
成
二
十
六
年
一
月
五
日
か
ら
十
日
ま
で
、
イ

ン
ド
（
四
日
間
）
及
び
フ
ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
、
（
十
一
）
同
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
三

日
間
）
及
び
マ
レ
ー
シ
ア
（
二
日
間
）
、
（
十
二
）
同
年
五
月
六
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
二
日
間
）
、
南
ス
ー

ダ
ン
（
一
日
）
及
び
ジ
ブ
チ
（
一
日
）
、
（
十
三
）
同
月
三
十
日
か
ら
六
月
一
日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
三
日
間
）
並
び

に
（
十
四
）
同
年
七
月
六
日
か
ら
十
三
日
ま
で
、
米
国
（
七
日
間
）
で
あ
る
。

小
野
寺
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
二
十
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を

含
め
五
十
八
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
百
八
十
七
人
で
あ
る
。

二
四



江
渡
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十

八
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
一
日
）
で
あ
る
。

江
渡
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
三
日
間
、
随

行
人
数
は
十
五
人
で
あ
る
。

中
谷
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
一
月
十
七
日

か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
ジ
ブ
チ
（
二
日
間
）
、
南
ス
ー
ダ
ン
（
一
日
）
及
び
英
国
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
年
四
月
二
十
六

日
か
ら
五
月
一
日
ま
で
、
米
国
（
五
日
間
）
、
（
三
）
同
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
二
日
間
）

、
（
四
）
同
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
韓
国
（
三
日
間
）
、
（
五
）
同
年
十
一
月
二
日
か
ら
七
日
ま
で
、
マ
レ

ー
シ
ア
（
三
日
間
）
及
び
ベ
ト
ナ
ム
（
四
日
間
）
並
び
に
（
六
）
同
月
十
九
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
三

日
間
）
及
び
米
国
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

中
谷
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
十
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
三
十
一
日

間
、
随
行
人
数
は
延
べ
百
七
人
で
あ
る
。

菅
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
九
日
及
び
三

二
五



十
日
、
米
国
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

菅
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
日
間
、
随
行
人
数
は
十

一
人
で
あ
る
。

根
本
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
五

月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
三
日
間
）
、
（
二
）
同
年
九
月
二
日
か
ら
八
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
一
日
）
、
デ
ン

マ
ー
ク
（
一
日
）
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
一
日
）
及
び
オ
ラ
ン
ダ
（
三
日
間
）
並
び
に
（
三
）
平
成
二
十
六
年
五
月
四
日
か
ら

十
日
ま
で
、
ス
ペ
イ
ン
（
三
日
間
）
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

根
本
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
七
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
八

日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
二
十
六
人
で
あ
る
。

古
屋
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
五

月
二
日
か
ら
五
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
、
（
二
）
同
年
七
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
モ
ン
ゴ
ル
（
四
日
間
）
、
（
三
）

同
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
四
日
間
）
及
び
（
四
）
同
年
九
月
十
七
日
か
ら
十
九
日
ま
で
、
ラ
オ
ス

（
二
日
間
）
で
あ
る
。

二
六



古
屋
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
四
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
五

日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
三
十
八
人
で
あ
る
。

山
谷
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
六
年
九

月
九
日
か
ら
十
二
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
三
日
間
）
、
（
二
）
平
成
二
十
七
年
五
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）

並
び
に
（
三
）
同
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
十
月
二
日
ま
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
（
三
日
間
）
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
二
日
間
）
で

あ
る
。

山
谷
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
四
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
二

日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
四
十
人
で
あ
る
。

河
野
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日
及
び

二
十
四
日
、
ス
イ
ス
（
一
日
）
で
あ
る
。

河
野
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
日
間
、
随
行
人
数
は

五
人
で
あ
る
。

加
藤
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
八
日

二
七



ま
で
、
米
国
（
七
日
間
）
で
あ
る
。

加
藤
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
一
か
国
、
訪
問
日
数
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
八
日
間
、
随
行
人
数
は

十
三
人
で
あ
る
。

山
本
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
四

月
二
十
九
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
、
米
国
（
四
日
間
）
、
（
二
）
同
年
九
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
三
日
間
）

、
（
三
）
同
月
十
一
日
及
び
十
二
日
、
中
国
（
二
日
間
）
、
（
四
）
同
月
十
四
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
二

日
間
）
、
（
五
）
同
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
ま
で
、
米
国
（
五
日
間
）
、
（
六
）
平
成
二
十
六
年
一
月
十
二
日
か
ら
十
七

日
ま
で
、
マ
レ
ー
シ
ア
（
一
日
）
、
ベ
ト
ナ
ム
（
二
日
間
）
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
一
日
）
、
（
七
）
同
月
二
十
一
日
か
ら

二
十
三
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
八
）
同
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で
、
米
国
（
六
日
間
）
、
（
九
）

同
年
七
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
英
国
（
三
日
間
）
、
（
十
）
同
月
二
十
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
米
国
（
五
日
間
）
並

び
に
（
十
一
）
同
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、
中
国
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

山
本
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
十
三
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含

め
四
十
七
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
七
十
五
人
で
あ
る
。

二
八



山
口
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
六
年
九

月
二
十
一
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
三
日
間
）
並
び
に
（
二
）
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
五
月

四
日
ま
で
、
エ
ス
ト
ニ
ア
（
三
日
間
）
及
び
カ
タ
ー
ル
（
四
日
間
）
で
あ
る
。

山
口
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
三
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
日

間
、
随
行
人
数
は
延
べ
十
二
人
で
あ
る
。

島
尻
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
日

か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
韓
国
（
三
日
間
）
及
び
（
二
）
同
年
十
二
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
、
米
国
（
四
日
間
）
で
あ
る
。

島
尻
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
二
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
八
日
間
、
随
行

人
数
は
延
べ
二
十
一
人
で
あ
る
。

森
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
九
月

一
日
か
ら
九
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
五
日
間
）
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
三
日
間
）
、
（
二
）
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
七
日

か
ら
五
月
二
日
ま
で
、
米
国
（
五
日
間
）
並
び
に
（
三
）
同
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
三

日
間
）
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

二
九



森
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
五
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
十
日

間
、
随
行
人
数
は
延
べ
十
九
人
で
あ
る
。

甘
利
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は

、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
年
五
月
二
日
か
ら
六
日

ま
で
、
ベ
ト
ナ
ム
（
三
日
間
）
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
二
日
間
）
、
（
三
）
同
年
九
月
四
日
か
ら
八
日
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
（
三

日
間
）
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
（
二
日
間
）
、
（
四
）
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
、
ス
イ
ス
（
二
日
間
）

、
（
五
）
同
年
五
月
五
日
か
ら
八
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
三
日
間
）
及
び
英
国
（
一
日
）
、
（
六
）
同
年
七
月
三
十
日
か
ら

八
月
五
日
ま
で
、
ド
イ
ツ
（
三
日
間
）
、
イ
タ
リ
ア
（
三
日
間
）
及
び
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
（
二
日
間
）
、
（
七
）
同
年
九

月
九
日
か
ら
十
一
日
ま
で
、
中
国
（
三
日
間
）
、
（
八
）
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で
、
エ
ス
ト
ニ

ア
（
三
日
間
）
、
イ
タ
リ
ア
（
三
日
間
）
及
び
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
（
四
日
間
）
並
び
に
（
九
）
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

三
日
及
び
二
十
四
日
、
ス
イ
ス
（
一
日
）
で
あ
る
。

甘
利
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
の
訪
問
先
の
国
の
延
べ
数
は
十
六
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は

本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
四
十
一
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
七
十
二
人
で
あ
る
。

三
〇



石
原
国
務
大
臣
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
一
日
ま
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
二
日
間
）
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
（
三
日
間
）
及
び
フ

ラ
ン
ス
（
二
日
間
）
、
（
二
）
同
年
九
月
十
四
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
フ
ィ
ジ
ー
（
三
日
間
）
及
び
ツ
バ
ル
（
二
日
間
）
、

（
三
）
同
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
（
五
日
間
）
、
（
四
）
平
成
二
十
六
年
一
月
十
一
日
か
ら

十
五
日
ま
で
、
パ
ラ
オ
（
四
日
間
）
並
び
に
（
五
）
同
年
四
月
二
十
八
日
及
び
二
十
九
日
、
韓
国
（
二
日
間
）
で
あ
る
。

石
原
国
務
大
臣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
係
る
業
務
以
外
で
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
八
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び

帰
国
日
を
含
め
三
十
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
三
十
二
人
で
あ
る
。

稲
田
国
務
大
臣
（
当
時
）
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
五
年
九

月
二
十
一
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
三
日
間
）
、
（
二
）
平
成
二
十
六
年
一
月
十
日
か
ら
十
六
日
ま
で
、
米
国

（
七
日
間
）
、
（
三
）
同
年
五
月
三
日
か
ら
六
日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
（
三
日
間
）
並
び
に
（
四
）
同
年
七
月
十
七
日
か

ら
二
十
四
日
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
（
二
日
間
）
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
四
日
間
）
及
び
英
国
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

稲
田
国
務
大
臣
（
当
時
）
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
六
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
二
十

三
日
間
、
随
行
人
数
は
延
べ
三
十
二
人
で
あ
る
。

三
一



石
破
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
九

日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
三
日
間
）
及
び
（
二
）
平
成
二
十
八
年
五
月
五
日
か
ら
八
日
ま
で
、
米
国
（
三

日
間
）
で
あ
る
。

石
破
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
二
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
八
日
間
、
随
行

人
数
は
延
べ
十
六
人
で
あ
る
。

遠
藤
国
務
大
臣
が
訪
問
し
た
訪
問
先
及
び
訪
問
先
ご
と
の
訪
問
日
数
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
八

日
か
ら
十
一
月
三
日
ま
で
、
英
国
（
六
日
間
）
及
び
（
二
）
同
年
十
二
月
二
日
か
ら
五
日
ま
で
、
米
国
（
三
日
間
）
で
あ
る
。

遠
藤
国
務
大
臣
の
訪
問
先
の
国
の
数
は
二
か
国
、
訪
問
日
数
の
合
計
は
本
邦
出
国
日
及
び
帰
国
日
を
含
め
十
一
日
間
、
随

行
人
数
は
延
べ
十
四
人
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

国
務
大
臣
が
出
張
す
る
際
の
旅
費
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
十
四
号
）
が
あ
る
が
、
そ
の
上
で
、
国
務
大
臣
が
外
国
訪
問
す
る
際
の
宿
舎
は
、
単
に
宿
泊
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
外
国
訪
問
に
際
し
て
の
目
的
達
成
の
た
め
の
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
訪
問
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先
に
お
け
る
日
程
、
二
国
間
会
談
が
行
わ
れ
る
場
所
や
国
際
会
議
場
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
警
備
上
の
観
点
等
も
含
め
た
総
合

的
判
断
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
訪
問
先
の
政
府
が
特
定
の
宿
舎
を
指
定
す
る
場
合
も
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
最
高
宿
泊
額
」
及
び
「
宿
泊
先
の
日
付
、
宿
泊
地
、
ホ
テ
ル
名
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
警
備
上
及
び
外
交
上
の
観
点
か
ら
適
切
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

七
に
つ
い
て

国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
に
際
し
て
は
、
同
行
者
を
真
に
必
要
な
人
員
に
絞
る
、
可
能
な
限
り
宿
舎
等
の
経
費
を
抑
制
す
る

、
借
上
げ
車
の
台
数
や
借
上
げ
時
間
を
最
小
限
に
抑
え
る
等
の
工
夫
を
し
、
節
約
に
努
め
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

国
務
大
臣
と
し
て
重
要
な
国
際
会
議
に
出
席
し
、
ま
た
、
各
国
指
導
者
等
と
二
国
間
会
談
を
行
い
、
我
が
国
の
国
益
を
確

保
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
り
、
各
国
務
大
臣
の
外
国
訪
問
経
費
は
適
正
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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